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経

蒋

言告?

叢
第
四
十
五
巻

第

五

競

(
酒
場
購
買
百
六
拾
九
鴨
)

昭
和
十
二
年
十
一
月
後
行

不調

叢

税

制

整

理

、nJ-U 

基

調

汐

見

一一一
郎

第

梶
制
盤
理
の
必
探
性

中
央
地
方
に
遇
や
る
税
制
の
根
本
的
改
革
は
馬
場
大
蔵
大
臣
時
代
上
り
の
宿
題
で
あ
っ
た
。
本
来
友
ら
ば
昭
和
十
二
年
度
よ
り
大

改
革
が
賞
現
せ
ら
れ
て
ゐ
る
筈
で
あ
っ
た
が
政
授
の
矯
め
に
限
止
せ
ら
れ
、
昭
和
十
二
年
度
に
於
て
は
第
七
十
悶
帝
園
議
舎
を
通
過

し
た
る
臨
時
租
税
増
徴
法
と
若
干
の
租
税
法
を
過
渡
的
に
採
用
す
る
に
止
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
は
か
ら
や
も
北
支
事
獲
勃
褒
す
る
や

第
七
十
一
同
帝
国
議
曾
に
於
て
北
支
事
件
特
別
税
法
が
制
定
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
そ
の
後
支
那
事
援
は
漸
〈
横
大
し
て
来
た
が
、

宿
題
た
る
中
央
地
方
に
通
宇
る
役
制
の
根
本
的
改
革
を
如
何
に
扱
ふ
ぺ
き
か
は
来
る
ぺ
き
通
常
議
命
日
、
即
ち
第
七
十
三
岡
帝
岡
議
曾

税
制
整
理
の
基
調

第
四
十
五
巻

主
九
三

第
五
扱



税
制
整
理
の
基
調

第
四
十
五
巻

五
九
四
川
叩
第
五
説

に
噛
寓
さ
れ
て
ゐ
る
。

昨
年
来
の
税
制
改
革
は
二
つ
の
目
標
を
有
し
て
ゐ
た
。
国
防
の
充
貨
に
件
ム
経
常
財
源
の
稼
保
が
そ
の
一
で
あ
り
、
中
央
地
方
に

通
や
る
税
制
の
校
本
的
改
革
を
行
ひ
負
婚
の
均
衡
を
は
か
る
事
が
そ
の
二
で
あ
る
。
税
制
整
理
の
基
調
は
と
の
こ
黙
に
存
し
て
ゐ
る
。

第
二

鰹
常
財
源
の
躍
探

税
制
整
理
の
恭
調
の
一
た
る
岡
防
の
充
寅
に
件
ム
経
常
財
源
の
確
保
に
つ
い
て
は
治
そ
ら
〈
異
議
佐
唱
へ
る
人
が
な
か
ら

ぅ
。
而
し
て
事
慶
を
契
機
と
し
て
一
居
そ
の
重
要
性
を
増
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

非
常
時
財
政
と
い
ふ
も
の
は
こ
つ
の
劉
立
し
た
仕
事
を
同
時
に
行
ふ
も
の
で
あ
る
。

一
は
財
政
の
積
極
性
匂
あ
り
他
は
財
政
の
消

極
性
で
あ
る
。

「
騎
手
は
跳
躍
せ
ん
と
す
る
に
蛍
り
先
づ
手
網
を
ゆ
る
め
る
」
が
如
く
、
非
常
時
に
際
し
必
要
経
費
の
州
し
惜
み
を
し
て
は
左
ら
ね
。

世
界
大
戦
の
時
に
狽
逸
の
大
破
省
が
、
戦
費
の
出
し
惜
み
を
し
て
大
局
を
誤
っ
た
と
い
ふ
批
評
が
る
っ
た
が
、
我
闘
の
大
殿
省
は
そ

の
批
難
を
受
け
る
事
は
た
い
筈
で
あ
る
。
現
に
賀
屋
大
殿
大
臣
が
三
大
原
則
の
第
一
に
生
産
力
の
掠
充
を
掲
げ
て
ゐ
る
の
は
恰
も
乙

の
賄
に
燭
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
財
政
の
積
極
性
が
窺
は
れ
る
の
で
あ
る
。
更
に
昭
和
十
一
年
度
の
二
十
三
億
闘
の
珠
算
を
馬
揚
大

漉
大
臣
が
三
十
億
闘
に
増
し
た
る
が
如
き
、
支
那
事
費
起
る
や
賀
屋
大
蔵
大
臣
が
、
矢
つ
ぎ
早
に
一
億
圃
四
億
闘
二
十
億
固
と
合
計

一
一
十
五
億
圃
を
支
出
せ
し
が
如
き
、
財
政
の
積
極
性
の
第
二
で
あ
る
。
更
に
臨
時
資
金
調
整
法
に
よ
り
必
要
の
企
業
に
資
金
を
豊
富

に
注
ぎ
込
む
の
が
第
主
で
あ
る
。
議
叉
特
別
舎
に
於
て
日
本
銀
行
の
金
準
備
の
評
債
替
を
行
ひ
、
通
常
議
舎
に
於
て
保
穀
準
備
の
撰

張
を
行
ひ
以
て
日
本
銀
行
の
公
債
引
受
額
を
増
加
す
る
と
停
へ
ら
れ
る
が
如
き
第
四
で
る
る
。
必
要
経
費
の
出
し
惜
み
は
巌
に
之
を



戒
め
る
慮
に
非
常
時
財
政
の
積
極
性
が
る
る
。

然
し
財
政
の
積
極
性
を
護
揮
す
る
と
共
に
他
面
に
は
極
力
財
政
を
引
締
め
る
必
要
が
あ
る
。
然
ら
や
ん
ば
物
費
の
需
給
の
釣
合
を

失
ひ
物
債
騰
貴
し
図
際
牧
支
の
均
衡
を
破
る
に
至
る
か
ら
で
あ
る
。
賀
屋
大
殖
大
臣
が
生
産
力
の
損
充
の
外
に
物
資
の
需
給
調
節
、

闘
際
牧
支
の
均
衡
の
二
原
則
を
唱
へ
て
ゐ
る
の
が
、
財
政
の
消
極
性
の
一
で
あ
り
、
叉
各
省
議
算
の
削
減
繰
の
ぺ
を
行
っ
て
ゐ
る
の

が
第
二
で
あ
る
。
隔
時
資
金
調
整
法
に
よ
り
不
胤
の
資
金
を
節
約
し
過
剣
勝
山
貝
力
を
勧
業
貯
蓄
償
潔
を
泊
じ
て
吸
牧
す
る
の
が
第
三

で
あ
る
。
日
本
銀
行
の
引
受
け
た
る
公
偵
を
銀
行
信
託
命
日
枇
保
険
曾
枇
等

ω
金
融
機
関
に
消
化
せ
し
め
る
の
が
第
四
で
め
み
。
公
出
国

を
日
本
銀
行
に
引
受
け
せ
し
む
る
の
み
た
ら
や
、
大
蔵
省
抽
出
金
部
K
引
受
け
し
め
、
市
中
金
融
機
関
に
公
募
す
る
の
が
財
政
の
積
極

性
の
第
五
で
あ
る
。
最
後
に
租
税
に
よ
る
購
民
力
の
吸
牧
の
作
用
を
忘
れ
て
は
な
ら
友
い
。

以
上
の
如
く
非
常
時
財
政
は
積
極
性
と
消
位
性
と
の
こ
面
を
具
へ
て
ゐ
る
。
近
代
岡
家
の
財
政
に
於
て
は
公
僚
が
歳
入
臨
時
部
の

代
表
的
の
も
の
で
あ
り
、
租
税
が
歳
入
経
常
部
の
代
表
的
の
も
の
と
さ
れ
て
ゐ
る
。
公
債
を
増
愛
し
て
日
本
銀
行
に
之
を
引
受
け
し

め
る
事
が
非
常
時
財
政
の
積
磁
性
を
一
示
し
、
増
新
税
は
非
常
時
財
政
の
消
概
性
を
表
は
し
、
雨
者
は
一
見
相
矛
盾
す
る
が
如
く
考
へ

ら
れ
て
ゐ
る
。
然
し
と
の
消
極
性
あ
る
租
税
に
よ
っ
て
始
め
て
財
政
の
積
極
性
が
殻
揮
せ
ら
れ
る
詩
で
あ
る
。
世
間
に
は
往
々
に
し

て
「
公
依
か
租
税
か
-
と
い
ふ
問
題
の
出
し
方
を
す
る
人
が
あ
る
が
関
連
び
で
る
る
。
公
債
と
租
税
と
を
併
用
す
ぺ
く
‘
問
題
は
「
公

僚
と
租
税
と
の
比
李
を
如
何
に
す
べ
き
や
L

K
存
し
て
ゐ
る
。

ーー
問
題
を
財
政
に
限
る
と
し
て
も
経
常
牧
入
と
経
常
費
と
の
均
衡
を
保
つ
た
め
に
は
、
経
常
費
を
削
減
す
る
か
経
常
牧
入
を
増

加
す
る
か
の
い
づ
れ
か
の
方
法
に
依
ら
ね
ば
た
ら
ぬ
。
第
一
の
経
常
費
の
削
減
は
或
る
程
度
ま
で
は
必
要
か
も
知
れ
な
い
。
然
し
非

税
制
整
理
の
基
調

第
四
十
五
巻

五
九
五

第
五
競



続
制
整
理
の
某
調

第
四
十
五
巻

豆
九
六

第
五
競

四

常
時
に
於
て
は
既
定
経
費
の
削
減
は
資
際
問
題
と
し
て
困
難
で
あ
り
新
規
要
求
の
見
合
せ
の
範
閣
に
止
ま
る
の
で
あ
る
。
従
て
問
題

は
経
常
収
入
の
増
加
と
い
ふ
庭
に
落
付
き
、
経
常
収
入
の
増
加
を
闘
ら
ん
と
せ
ば
結
局
は
租
税
の
増
取
が
各
種
の
方
法
の
中
で
最
も

重
要
と
な
っ
て
〈
る
。

租
税
以
外
の
経
常
収
入
佐
増
加
す
る
と
せ
ば
特
別
曾
計
よ
り
一
般
合
計
へ
の
繰
入
金
の
増
加
か
又
は
一
般
曾
計
よ
り
特
別
合
計
へ

の
線
入
金
の
減
少
か
ピ
考
へ
ら
れ
る
。
而
し
て
特
別
品
目
討
の
中
で
こ
の
聡
の
最
も
問
題
と
た
る
の
は
外
地
特
別
曾
討
と
企
業
特
別
曾

計
と
で
あ
る
司
第
一
の
外
地
特
別
合
計
収
於
で
は
租
税
制
度
の
改
正
、
闘
税
制
度
の
改
正
、
何
草
そ
の
他
専
賢
一
口
聞
の
値
上
‘
郵
便
料

E
〉

v
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、
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E
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プ
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J
t
R
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由
地
i
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f
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r
d
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易
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+
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部
z
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川
V
Y
L

j
e
-
-
:
H
y
-
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応
町
平
や
」
，

-
-
h叶
M
D仰
れ

は
朝
鮮
総
督
府
、
事
湾
線
督
府
、
関
東
局
、
樺
太
騰
、
南
洋
腐
の
各
特
別
舎
討
に
於
て
合
計
二
千
瓦
百
五
十
七
寓
圃
だ
け
一
般
舎
計

を
助
け
た
の
で
あ
る
。
我
閣
の
陸
海
軍
省
の
経
費
は
原
則
と
し
て
内
地
の
負
捨
に
か
h
り
従
て
外
地
の
租
税
負
携
は
非
常
に
軽
い
の

で
あ
る
。
図
家
を
維
持
す
る
以
上
は
図
防
費
が
絶
叫
割
に
必
要
で
あ
る
か
ら
、
外
地
は
内
地
同
様
に
陪
海
軍
省
費
を
負
婚
し
た
い
ま
で

も

一
般
舎
計
忙
割
し
或
る
程
度
の
貢
献
を
左
す
の
が
営
然
で
あ
る
。
吹
は
企
業
特
別
舎
計
で
あ
る
。
官
業
の
経
営
を
経
費
主
義
で

行
ふ
か
手
数
料
主
義
で
行
ふ
か
又
は
替
利
主
義
で
行
ふ
か
は
議
論
の
存
ず
る
底
で
あ
る
が
、
い
づ
れ
に
し
て
も
非
常
時
に
際
し
一
般

合
計
に
或
る
程
度
の
援
助
を
行
ふ
べ
き
で
る
る
。
昭
和
十
二
年
度
に
於
て
は
一
般
合
計
へ
の
歳
入
を
軸
附
加
す
る
と
共
に
一
般
合
計
よ

り
の
歳
出
を
減
少
し
、
結
局
の
庭
、
帝
国
餓
遣
と
通
信
事
業
と
大
蔵
省
預
金
部
と
の
各
特
別
合
計
に
於
て
一
般
曾
計
を
六
千
六
百
二

十
寓
闘
助
け
た
の
で
る
る
。
か
く
の
如
〈
特
別
合
計
は
昭
和
十
三
年
に
於
て
も
昭
和
十
一
一
年
度
以
上
に
一
般
合
計
に
貢
献
す
べ
き
で

あ
る
。
然
し
昭
和
十
二
年
度
に
於
て
特
別
命
日
計
が
一
般
舎
計
を
援
助
し
た
る
額
を
合
計
し
て
も
僅
々
九
千
百
七
十
七
寓
闘
に
止
ま
る



か
ら
昭
和
十
三
年
度
に
於
で
も
大
き
を
期
待
し
得
ゃ
、
問
題
の
解
決
は
租
税
の
増
牧
に
待
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。

昭
和
十
二
年
度
の
租
税
負
婚
を
計
算
し
て
第
一
表
を
得
た
。
従
来
よ
り
の
租
税
の
外
に
臨
時
租
税
増
徴
法
に
基
〈
も
の
、
法

人
資
本
役
、
外
貨
債
特
別
税
、
揮
護
油
税
、
有
償
設
朱
移
轄
税
を
加
へ
印
紙
税
、
登
録
税
、
事
賓
課
税
を
推
算
し
、
更
に
地
支
事
件

特
別
税
を
計
算
に
入
れ
、
そ
の
中
よ
り
臨
時
地
方
財
政
補
給
金
一
億
闘
を
控
除
し
た
の
で
る
る
。

第
一
張

一

、

租

税

一

三

一

五

O
、
七
二
二
千
悶

(
所
得
税
、
地
粗
、
替
業
牧
益
税
、
資
本
利
子
樹
、
仏
人
賞
卒
枕

h

相
傾
枕
、
鎖
措
市
税
外
貨
債
特
別
検

.
m枕
.
前
涼
飲
料
税
、
砂
街
消
費
税
、

織
物
消
費
校
、
都
内
山
此
油
紙
、
収
引
所
枝
、
有
償
請
券
移
鞠
枕
、
閥
税
、
噸
税
)

二

、

印

紙

収

入

に

岡

崎

ず

る

凶

積

約

五

八

、

0
0
0
千
圃

(
印
紙
税
、
登
録
積
)

=

一

、

専

貰

周

盆

金

に

属

す

る

閥

積

二

一

=

一

一

九

九

六

八

千

圃

四

、

臨

時

利

得

稔

五

八

、

五

二

二

千

回

豆

、

北

支

事

件

特

別

扱

六

六

、

五

回

八

千

固

(
所
得
特
別
枝
、
臨
時
利
得
特
別
枝
、
利
盆
配
首
特
別
税
、
公
債
及
祉
債
利
子
特
別
積
、
物
品
特
別
税
)

六

、

昭

和

十

一

年

度

地

方

祝

六

六

四

、

九

一

八

千

困

(
道
府
豚
、
市
町
村
、
水
利
組
合
)

七
、
臨
時
地
方
財
政
補
給
金
控
除

昭
和
十
二
年
度
租
税
負
槍

ム
一

0
0
、0
0
0
干
固

八
、
昭
和
十
三
年
度
租
枕
負
措

約
二
了
・
2
A
-
Z
六
七
八
千
闘

臨
時
租
税
増
徴
法
、
そ
の
他
の
新
税
法
、
北
支
事
件
特
別
税
法
が
卒
年
化
す
る
と
、
租
税
負
捨
額
が
一
唐
増
す
助
一
口
で
あ
る
が
、
俄

り
に
昭
和
十
三
年
度
分
を
約
二
十
四
億
闘
と
推
定
し
て
置
く
。
而
し
て
増
新
税
に
よ
り
昭
和
十
三
年
度
に
於
て
期
待
す
ぺ
き
租
税
牧

税
制
整
理
の
基
調

第
四
十
五
巻

五
九
七

第
五
抗

五



税
制
整
理
の
某
割

第
四
十
五
巻

五
九
八

第
五
雄

ムノ、

入
の
増
加
に
つ
い
て
は
種
身
の
計
算
が
行
は
れ
、
三
億
闘
と
い
ふ
も
の
‘
五
億
闘
と
い
ふ
も
の
、
十
億
園
と
い
ぶ
も
の
種
々
で
あ
る
。

三
億
闘
で
あ
れ
ば
一
割
二
分
の
増
税
、
五
億
闘
で
る
れ
ば
二
割
の
増
税
、
十
億
闘
で
あ
れ
ば
四
割
一
分
の
増
税
で
あ
る
。

園
民
の
播
税
力
hr-
見
る
の
に
岡
氏
所
得
に
封
ず
る
租
税
負
捨
及
び
枇
合
負
捨
の
比
率
で
計
算
す
る
方
法
が
あ
る
。
昭
和
五
年
の
敢

学
に
す
れ
ば
、
濁
逸
は
二
七
・
四
%
、
悌
蘭
問
は
二
二
巾
七
%
、
英
国
は
ニ
ニ
プ
五
%
、
北
米
合
衆
国
は
一
了
三
%
〈
昭
和
四
年
)
、
我

国
は
一
五
・
四
%
と
訟
っ
て
ゐ
る
。

欧
洲
諸
岡
聞
は
負
一
櫓
重
く
我
固
と
北
米
合
衆
国
と
は
負
婚
が
軽
い
の
で
あ
る
。
我
国
の
図
民
所
得

は
昭
和
五
年
に
は
百
六
億
闘
に
し
て
租
税
負
携
は
十
六
億
闘
で
め
っ
た
。
然
る
に
昭
和
十
三
年
皮
の
租
税
負
擦
忠
則
漣
の
二
十
四
億

叫
訓
示

hbpaパ
百

回

M
A
t
R四
守
土
門
出
、

f
L
1
I
d
-
-
a
:
E
E
》

-
-
4
E
》

L

;

3

3

L

ら、

R
U
F

古川弘・ィ

r
t
u
K
L
t
F
4
T
I
ェA
C一
〈
官
ト

1
4
」
1ι
引
い
R

佐
七
担
ね
W
5
J
E
J
L
刀
剣

n
t
c
、1
1
J
3・
油
「

，
〉

1
2
-
-
1
:
1
a
t
z
h
l
，

a、
，

E
1
L

平、

ι£
毒
じ
市
-
吉
T
Z
X
査
一
方

L
開
示
王

年
の
首
時
と
殆
ん
ど
大
差
が
な
い
の
で
あ
る
。

上
辺
の
如
〈
我
図
が
非
常
時
を
切
り
抜
け
た
る
た
め
に
は
増
税
は
必
至
的
の
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
そ
の
金
額
は
=
一
億
闘
乃
五
十

億
闘
と
稽
せ
ら
れ
現
行
租
税
負
擦
に
劃
す
る
増
税
の
割
合
は
一
一
割
二
分
乃
至
四
割
一
分
で
る
る
。
更
に
凶
民
所
得
に
封
ナ
る
租
税
負

婚
の
占
む
る
比
率
は
三
億
園
乃
至
十
億
国
増
税
の
謄
に
於
に
於
て
一
一
割
八
分
乃
至
二
割
三
分
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
郎
ち
租
税
の
増

徴
は
財
界
に
と
り
苦
痛
に
は
ち
が
ひ
な
い
が
、
決
し
て
心
配
す
る
程
度
の
も
の
で
・
泣
い
事
は
此
等
の
数
字
を
見
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。

第
三

負

揖

の

均

衡

税
制
整
理
の
第
二
の
某
調
た
る
負
権
の
均
衡
に
つ
い
て
は
、
経
常
財
源
の
確
保
の
基
調
ほ
U
」
に
問
題
は
簡
単
で
た
い
。

十
億
園
増
税
の
時
は
勿
論
で
あ
る
が
、
三
億
園
の
増
牧
を
岡
る
と
し
て
も
現
行
の
租
税
制
度
を
そ
の
ま
L
に
し
て
困
却
し
て
其
の
目

的
を
達
し
得
る
で
あ
ら
う
か
。
従
来
よ
り
の
租
税
制
度
を
ば
臨
時
租
税
増
徴
法
が
努
形
し
、
次
に
法
人
資
本
税
外
貨
倍
特
別
説
、



揮
登
油
説
、
有
償
謹
象
移
樽
税
の
新
税
が
加
は
り
、
更
に
北
支
事
件
特
別
検
あ
り
、
屋
上
屋
を
重
ね
た
る
感
を
抱
か
し
め
る
の
で
あ

る
。
勿
論
、

乙
の
立
法
に
あ
た
り
て
は
慎
重
に
事
が
運
ば
れ
た
事
と
信
じ
て
ゐ
る
が
何
分
に
も
現
行
税
訟
を
そ
の
ま
L
に
し
て
修

E

を
加
へ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
無
理
の
あ
る
の
は
己
む
を
得
左
い
。
臨
時
租
税
増
徴
法
と
北
支
事
件
特
別
税
と
が
極
蛤
て
短
期
間
の
も

の
で
る
れ
ば
今
の
ま
誌
で
よ
い
が
、
財
政
上
の
賓
情
よ
り
見
れ
ば
前
者
は
も
と
よ
り
後
者
に
し
て
も
永
績
性
の
あ
る
事
は
疑
を
い
れ

な
い
。
そ
う
な
る
と
租
税
の
増
牧
を
岡
る
と
し
て
も
、
最
小
限
は
此
等
の
租
税
の
全
部
又
は
一
部
を
現
行
租
税
制
度
の
中
に
取
り
入

れ
負
鎗
闘
係
を
簡
明
に
一
不
ず
べ
き
で
あ
る
。

臨
時
租
税
格
徴
法
と
北
支
事
件
特
別
税
法
と
を
現
行
税
法
に
取
担
入
れ
る
と
い
ム
最
小
限
の
要
求
許
満
た
す
事
は
勿
論
?
あ
る

が
、
そ
れ
だ
け
で
よ
い
も
の
で
あ
ら
う
か
。
問
題
を
中
央
地
方
K
泊
中
る
税
制
の
根
本
的
改
革
と
関
税
と
の
改
革
と
の
ニ
つ
に
分
ち

た
い
。

ーー
て
突
の
決
議
を
護
表
し
て
ゐ
る
。

中
央
地
方
に
通
事
る
稔
制
の
根
本
的
改
革
は
営
然
す
ぎ
る
程
解
決
を
急
が
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
現
に
系
統
由
民
舎
は
一
致
し

積
制
改
革
立
案
ノ
期
=
際

v
系
統
農
曾
ハ
園
民
負
婚
不
均
衡
是
正
ノ
怨
左
記
事
項
ヲ
包
橋
ス
ル
根
本
的
税
制
改
革
ノ
促
治
ヲ
期
ス

記

一
、
地(

一

)(一一)
(一一一)

一
、
家

程

積
率
ヲ
百
分
ノ
ヨ
一
-
一
引
下
ゲ
ル
ヨ
ト

自
作
農
地
ノ
兎
挽
勤
ハ
土
地
賃
貸
償
梅
四
百
回
未
満
マ
ヂ
引
上
ゲ
ル
コ
ト

地
方
附
加
税
ノ
賦
課
卒
ヲ
道
府
牒
市
町
村
合
計
シ
テ
本
枕
ト
同
額
程
度
ト
ス
ル
コ
ト

屋

積

税
制
整
理
の
基
調

傍
四
十
五
巻

豆
九
九

第
五
按

七



税
制
整
理
由
基
調

第
四
十
凶
巻

六
0
0

第
五
埠

1¥. 

地

検

特
別
地
位
及
同
附
加
除
合
計
餌
ヲ
現
行
税
額
ノ
一
一
分
ノ
一
程
度
己
蝦
減
抗
ゆ
出
ト

種

税

自
轄
草
、
小
型
農
用
車
、
農
耕
肥
育
用
牛
馬
一
-
闘
ス
ル
税
、
不
動
産
取
得
税
ヲ
鹿
減
ス
ル
ヨ
ト

七

、

戸

数

割

(
一
)
駿
止
ス
ル
ヨ
ト

八
、
園
積
牧
盆
積
(
地
租
、
野
業
軟
毎
校
、
家
犀
税
、
資
本
利
子
稜
)
ノ
卒
中
一
額
及
所
得
税
ノ
一
部
ヲ
地
方
財
政
調
整
交
付
金
ト
U
V

テ
道
府
蘇
、
市

町
村
=
交
付
ス
ル
コ
ト

丸
、
消
費
税
ハ
ツ
ノ
最
高
限
度
ヲ
現
行
程
度
-
一
止
ム
ル
ヨ
ト

右
決
議
月

道
府
賑
税
家
屋
税
ヲ
図
積
-
一
移
管
ス
ル
ヨ
ト

枕
率
ハ
百
分
ノ
三
程
度
ト
ス
ル
コ
ト

一
定
以
下
ノ
農
合
、
霊
室
生
下
ヲ
克
稔
ト
ス
ル
宮
ト

(
四
)
地
方
附
加
税
ノ
賦
課
率
ヲ
道
府
勝
、
市
町
村
合
計
シ
テ
本
積
ト
同
程
度
ト
ス
叫
ん
ヨ
ト

一
一
一
、
不
動
産
登
録
続

(
一
)
無
償
名
義
-
一
ヨ
ル
モ
ノ
ヲ
千
分
ノ
三
十
、
買
買
等
-
一
ヨ
ル
モ
ノ
ヲ
千
分
ノ
五
程
度
ト
ジ
其
ノ
他
ノ
モ
ノ
モ
之
-
一
準
ジ
テ
鰹
減
ス
舟
コ
下

四
、
謎
府
豚
税
家
屋
税

{
一
)
肢
止
ス
ル
コ
ト

五

、

特

別
，~ 

( 

) 

i
E
 

J

ノ

詰

祢( 

、-'
昭
和
十
一
一
年
七
月
二
十
五
日

金
園
町
村
長
舎
は
之
に
和
し
次
の
意
見
蓄
を
公
け
に
し
て
ゐ
る
。

政
府
ケ
次
同
週
常
議
曾
-
一
提
案
セ
ラ
ル
ベ
キ
中
央
地
方
ヲ
逼
f

ル
税
制
ノ
改
革
蛇
=
恒
久
的
地
方
財
政
調
整
交
付
金
制
度
ノ
立
案
z
常
リ
テ

ρ
左
記

詩
項
ヲ
篤
ト
考
慮
セ
ラ
レ
園
民
ノ
多
年
熱
烈
要
望
シ
来
レ
ル
園
民
租
税
負
婚
ノ
均
衡
化
ト
地
方
財
政
ノ
調
整
ト
ヲ
徹
底
的
=
解
決
達
成
セ
ラ
レ
ン
ヨ
ト

ヲ
要
望
見



言日

て
続
制
改
革
ノ
目
標
ハ
困
民
負
櫓
ノ
均
衡
ヲ
圃
ル
ヲ
第
一
義
ト
ス
ル
ヨ
ト

二
、
現
行
地
方
税
家
庭
稔
ハ
之
ヲ
閣
稜
品
移
管
シ
遺
府
係
市
町
村
ハ
之
-
一
附
加
積
ヲ
賦
課
ス
ル
ヨ
ト

豆
、
地
租
(
土
地
負
権
)
ヲ
髄
減

v
其
ノ
税
率
ヲ
替
業
牧
鑓
税
ト
同
-
-
一
見
ル
ヨ
ト

四
、
雑
穂
積
及
同
附
加
積
ヲ
社
合
政
策
的
見
地
=
一
於
テ
整
理
腹
悼
ス
ル
ヨ
ト

究
、
市
町
村
特
別
検
戸
数
割
ρ

之
ヲ
A
A
腹
シ
新
品
之
-
一
代
ル
ベ
キ
特
別
積
ヲ
設
ク
ル
ヨ
ト

六
、
恒
久
的
地
方
財
政
調
整
交
付
金
制
度
ヲ
確
立
ス
ル
コ
ト

七
、
市
町
村
品
封
ス
ル
財
務
監
督
ヲ
可
及
的
簡
易
ナ
ラ
シ
ム
ル
宝
ト

昭
和
十
三
年
七
月

之
と
絡
協
一
酬
は
臭
っ
て
ゐ
る
が
、
東
京
市
長
、
京
都
市
長
・
大
阪
市
長
、
横
演
市
長
、
一
仰
戸
市
長
、
名
占
庭
市
長
は
中
央
地
方
を
鴻

や
る
税
制
の
改
革
に
つ
き
次
の
陳
情
主
聞
を
政
府
に
提
出
し
て
ゐ
る
。

一
、
犬
都
市
ト
其
ノ
所
有
府
麟
ト
ノ
問
=
於
ケ
ル
財
源
分
布
ノ
適
正
ヲ
期
セ
ラ
レ
タ
キ
ヨ
ト

二
、
大
都
市
ユ
於
ケ
ル
租
税
牧
入
ノ
弾
力
性
ヲ
確
保
セ
ラ
レ
タ
キ
ヨ
ト

=
一
、
大
都
市
特
殊
事
情
品
基
ク
課
税
ヲ
許
容
セ
ラ
レ
タ
キ
ヨ
ト

理

由大
都
市
ハ
一
般
市
町
村
ト
異
リ
各
種
ノ
枇
曾
的
経
済
的
施
設
二
多
額
ノ
経
費
ヲ
投
ジ
居
ル
ヲ
以
テ
、
其
ノ
反
面
-
-
丹
、
之
年
ノ
施
設
品
依
H
直
接

間
接
昌
培
養
サ
レ
タ
ル
大
都
市
特
有
ノ
積
源
ト
ナ
シ
得
ベ
キ
モ
ノ
亦
捗
カ
ラ
ズ
、
依
テ
左
記
ノ
如
キ
課
税
構
ヲ
法
規
ヲ
以
テ
明
定
セ
ラ
レ
タ
U

(

二

土

地

容

償

稜

都
市
計
護
事
業
及
一
般
土
木
事
業
ニ
悦
ル
道
路
ノ
新
設
、
改
良
或
ハ
需
車
、
パ
ス
隼
ノ
突
諸
施
設
品
某
閃
ス
ル
土
地
倒
格
ノ
田
町
騰
等
ノ
如
キ
山
、

全
タ
土
地
所
有
者
ノ
不
捗
所
得
ユ
シ
テ
、
従
テ
之
等
-
ニ
劃
ジ
土
地
帯
債
投
ノ
如
キ
渦
立
税
ヲ
賦
課
ス
ル
ヨ
ト
ハ
利
益
原
則
乃
至
枇
曾
政
策
的
見
地

ヨ
リ
橡
メ
テ
常
然
ナ
ル
ベ
シ

取
引
所
取
引
積
附
加
税

{ 

ー
) 

税
制
整
理
の
基
調

第
四
十
五
巻

六

O 

第
一
九
貌

大a



積
制
整
理
の
基
調

第
四
+
五
巻

ノ、

O 

第
五
披

O 

現
行
ノ
務
制
ユ
ヨ
レ
バ
、
不
動
産
ノ
移
韓
-
一
付
賦
課
セ
ラ
ル
ル
不
動
産
取
得
税
一
一
封
シ
テ
ハ
附
加
税
ヲ
課
徴
シ
得
ル
-
一
拘
ラ
ー
、
取
引
所
三
於
ケ

ル
有
償
讃
券
其
ノ
他
動
産
ノ
取
引
=
付
賦
課
セ
ラ
ル
ル
取
引
税
A

劃

ν
、
附
加
設
ヲ
課
徴
シ
得
ザ
ル
ハ
衡
平
ノ
原
則
-
一
背
馳
ス
ベ
シ
、
而
毛
都
市

ノ
経
済
活
動
ユ
比
例
シ
テ
極
メ
テ
銑
敏
ナ
ル
反
映
性
ヲ
具
7

ル
取
引
税
エ
鉛
シ
附
加
殺
ノ
謀
徴
ヲ
許
サ
レ
ザ
ル
ガ
如
キ
戸
賞
ヲ
得
ザ
ル
モ
ノ
干
思

料
ス

(
=
一
)
相
槙
ノ
場
合
ユ
於
ケ
ル
不
動
産
取
得
税

相
預
財
産
中
特
=
不
動
産
-
一
付
テ
ハ
大
都
市
ノ
諸
施
設
品
ヨ
ル
受
益
砂
舟
ラ
ザ
ル
ヲ
以
-T
、
之
ユ
封
V

不
動
産
取
得
税
ヲ
徴
杭
V
得
叫
ん
様
改
正

t

ラ
レ
ダ
シ

(
四
)

地
方
財
政
ノ
調
整
ハ
自
治
ノ
本
義
ヲ
波
却
セ
ザ
ル
程
度
-
一
止
メ
ラ
レ
タ
キ
コ
ト

此
佐
一
苫
一
種
む
者
〈
方
は
内
容
を
異
に
し
て
ゐ
る
が
、
昭
和
十
三
年
度
に
中
央
地
方
に
通
や
る
税
制
の
根
本
的
改
革
の
行
は
れ
る
事

を
前
提
と
し
て
立
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
岡
ら
や
も
北
支
事
費
勃
愛
し
、
支
那
事
費
に
橋
大
し
此
の
際
に
は
時
局
を
見
き
は
め
る

た
め
に
根
本
的
改
革
を
猶
議
す
る
と
い
ふ
空
気
が
相
営
庚
〈
行
は
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

現
今
の
中
央
地
方
の
税
制
は
開
力
性
の
少
い
も
の
で
あ
っ
て
、

乙
の
駒
は
是
非
共
改
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
特
に
経
梼
闘
係
の
蝿
変
動

に
よ
り
、
富
の
分
布
が
地
方
的
に
不
均
衡
と
な
っ
た
時
に
負
携
の
不
公
平
が
痛
切
に
感
ぜ
ら
れ
て
く
る
。
只
今
一
億
園
の
臨
時
地
方

財
政
補
給
金
で
そ
の
不
公
平
を
緩
和
し
て
ゐ
る
が
、
根
本
的
整
理
を
行
ふ
事
に
よ
っ
て
一
一
府
公
平
に
従
っ
て
摩
擦
少
〈
非
常
時
財
源

を
捻
出
す
る
事
が
出
来
る
。
勿
論
、
土
地
賃
貸
債
絡
の
改
正
に
よ
り
来
年
度
よ
り
農
村
の
地
租
が
軽
減
せ
ら
れ
る
事
で
る
る
か
ら
、

時
局
関
係
に
基
く
負
権
の
不
均
衡
は
之
に
よ
り
多
少
は
緩
和
せ
ら
れ
る
か
も
知
れ
た
い
。
問
題
は
時
局
が
長
び
く
か
ど
う
か
に
か
お

っ
て
ゐ
る
。
長
期
の
事
出
演
に
際
し
経
済
界
に
苦
痛
を
少
く
し
で
増
税
す
る
が
矯
め
に
は
、
そ
の
地
撃
た
る
中
央
地
方
に
通
守
る
税
制

に
根
本
的
改
革
を
行
は
ね
ば
た
ら
た
い
。
現
に
馬
揚
財
政
が
中
央
地
方
に
過
や
る
税
制
の
根
本
的
改
革
を
計
書
し
た
動
機
の
-
は
非



常
時
財
源
を
長
期
に
わ
た
り
捻
出
し
得
る
底
に
存
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
他
の
方
面
の
改
革
に
し
て
非
常
時
に
は
之
を
避
け
ね
ば
友

ら
ぬ
も
の
も
あ
る
。
然
し
税
制
改
革
は
寧
ろ
非
常
時
な
る
が
故
に
之
を
行
ふ
ぺ
き
で
な
か
ら
う
か
。
日
露
戦
争
、
世
界
大
戦
を
契
機

と
し
て
我
聞
に
税
制
改
革
の
行
は
れ
た
事
は
い
ふ
ま
で
も
一
な
い
が
、
各
凶
の
所
得
税
の
歴
史
を
一
瞥
し
て
も
同
様
の
結
論
を
得
る
の

で
あ
る
。
英
閣
の
所
得
税
が
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
の
産
物
た
る
が
如
き
、

フ
ラ
ン
ス
の
所
得
税
が
二
百
数
岡
の
提
案
の
失
敗
の
後
に
世

界
大
戦
の
時
に
漸
く
成
立
せ
し
が
如
き
、
世
界
大
戦
後
を
契
機
と
し
て
憲
法
改
正
の
手
績
を
敢
て
し
て
ま
で
州
枕
た
り
し
米
岡
所
得

税
を
聯
邦
検
と
せ
し
が
如
き
、
世
界
大
戦
に
際
し
邦
検
た
り
し
相
州
議
所
得
税
を
帝
国
税
と
な
し
以
て
ピ
Z

T

ル
ク
の
た
し
符
ざ
り
し

事
業
h

包
容
易
に
寛
現
せ
し
が
如
芳
、

そ
の
例
で
は
な
い
か
，
中
央
地
方
に
通
宇
る
税
制
の
改
革
を
農
村
政
済
運
動
と
の
み
解
す
芯
は

短
見
で
あ
る
司
中
央
地
方
に
散
在
す
る
大
小
の
租
税
を
整
理
し
統
制
し
秩
序
を
典
へ
る
と
そ
、
財
政
の
安
全
感
吃
確
保
し
図
家
楓
動

員
の
寅
を
象
げ
る
所
以
で
あ
る
。

突
に
園
積
を
中
心
と
し
て
税
制
整
患
の
基
調
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
説
明
の
便
宜
上
よ
り
し
て
第
一
表
に
掲
げ
た
昭
和
十
二

年
度
の
我
闘
の
租
税
負
携
を
収
得
税
系
統
.
流
通
税
系
統
.
消
費
税
系
統
の
三
つ
に
分
ち
所
属
を
明
ら
か
に
し
て
第
二
表
を
得
た
の

で
る
る
。
雑
種
税
と
北
支
事
件
特
別
税
と
は
別
に
掲
げ
、
臨
時
地
財
政
補
給
金
に
よ
る
地
方
税
減
税
額
を
控
除
す
る
事
と
し
た
。
出
阿

地
方
税
は
昭
和
十
一
年
強
算
に
よ
っ
た
の
で
あ
る
。

第
-
-
衰

昭
和
十
二
年
度
岡
税
地
方
稜
の
分
類

一

「

所

得

税

一
外
貨
債
特
別
役

関

税

回
一
一
九
、
五
一
百

二
、
屯
九
三
一

地
方
税

五
五
、
三
口

合

計

回
八
回
、
人
五
回

ニ、』克一一五

稜
制
整
理
の
基
調

第
四
千
五
巻

プt
O 

第
五
競



続
制
整
理
の
基
調所

得

積

一

臨

時

利

得

松

戸

戸

数

取

得

税:

系

統
ノ戸一一一一一一一 一一 ←一一ーグヘ
計財 牧

割

地

租

(

特

別

地

税

)

家

屋

稔

昏

収

税

j

一

銃

業

税

一
取
引
所
管
業
挽

「

資

本

利

子

極

秘

(

相

績

積

戸

話

人

質

本

税

益J1j't 

t鹿

2国

電量

5軒

司主

計債

格

流

通

税
，ー~ー巴

登印噸取有
f賀
語
券
移
轄

積稜続投税
、司--.--

録紙

消

費

積

系

統

圏

内

t宵

費

税

ヘ

酒

積

一
専
衷
局
盆
金
(
価
百
草
)

清

涼

飲

料

稔

砂

糖

消

費

税

続

物

消

費

秘

/

揮

護

泊

枇

第
四
十
五
巻

五
月
八
、
吾
=
一

E
A
、七十一八口

七
五
、
四
一
主

五、
A
王
山

ニ
」
一
一
九
一

-
一
九
、
一
恒
吉
川

一
言
、
回
七
五

一
耳
、
四
五
聞

き
晶
、
里
山

園
、
同
一
一
回

円
、
八
八
八

一
、
九
回
八

軍
人
、
ロ
ロ
ロ

八
二
、
園
雪
国

一
一
三
一
品
、
三
口

=
=
=
一
一
、
丸
山
(
凡

目
、
一
=
一
九

九
八
、
屯
回
=
一
-

回
一
品
、
[
}
回
口

一
回
、
九
一
五

六
O
四

一
四
八
、
口
一
一

一
E
二
、
回
王
国

一
口
八
、
一
一
占

屯
一
三
、
四
九
一
一

ーても

元回
五
ん

喜
吉
」
一
回

第
五
披

王
八
、
一
圭
ニ

一
四
八
、
[
ニ
一

一
品
一
、
一
九
回

一
口
八
、
一
一
屯

一
回
円
、
九
六
七

八
、
-
五
一

ニ
、
入
団
山

ニ=ユーー三三二
7&.昌三三::;， :ft.. 

重皇室;互
圏、さ-囲

内
、

A
A
A

ニ
、
九
四
八

Z
A

、DD
Q

会
一
、
固
さ

=
E
F耳
、

=
-
D

=
一
一
言
、
丸
穴
A

園
、
一
=
瓦

九
八
、
七
回
一
己

四
=
-
、
口
園
口

一
回
、
晶
一

z



( 

計踊

積

一
七
九
、

z
g

八O
品、三一宮一

-u
完、五口口

A
O晶、一一

=
z

雑

種

積

其

他

北
支
事
件
特
別
積

臨
時
地
方
財
政
補
給
金
を
控
除

合

計

一回目、八口ニ

一回園、人口ニ

宍六、五一四
A

A

一口口、口(〕口

一一、一喜一、富山河

，.マ
F旬、
三且

史

一、突缶、主口

A

一口口、口(〕口

蓋舗、九一穴

閣
税
の
み
に
つ
い
て
見
れ
ば
‘
消
費
叫
怖
が
八
低
閣
に
し
て
第
一
位
を
占
め
、
牧
得
税
は
七
億
周
に
し
て
第
二
位
に
あ
り
、
一
刷
者
碕

ん
ど
同
額
で
あ
る
が
、
流
通
税
は
第
一
一
一
位
L
Z

は
い
へ
、
八
千
古
内
閣
と
い
ふ
一
刻
内
外
の
数
字
を
示
し
て
ゐ
る
に
止
ま
る
。
流
通
税
は

有
償
詮
歩
移
柑
押
税
に
よ
り
多
少
の
帯
以
遠
を
と
げ
た
が
、
問
題
は
照
市
滑
に
残
さ
れ
て
ゐ
る
。
流
遁
税
の
議
連
は
矢
張
り
一
般
買
上
税
叉

は
一
般
取
引
税
の
創
設
に
ま
た
ね
ば
友
ら
ぬ
。

地
方
税
は
殆
ん
ど
牧
得
税
に
限
ら
れ
地
方
税
牧
得
税
は
図
槍
牧
得
税
と
同
額
に
近
い
。
牧
得
税
に
於
て
闘
税
は
比
較
的
公
平
に
負

携
せ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
地
方
設
が
之
に
伴
は
な
い
鹿
に
租
税
負
携
の
不
均
衡
が
現
は
れ
地
方
財
政
調
整
交
付
金
が
認
に
問
題
左
た
つ

て
ゐ
る
。

北
支
事
件
特
別
税
は
所
得
特
別
校
、
臨
時
利
得
特
別
税
、
利
袋
配
首
特
別
税
、
-
公
債
及
枇
債
利
子
特
別
税
、
物
品
特
別
殺
を
規
定

し
て
ゐ
る
。
物
品
侍
別
税
の
扱
っ
て
ゐ
る
物
口
聞
を
横
張
し
て
く
る
と
最
後
は
一
般
責
上
積
又
は
一
般
取
引
税
が
生
れ
て
〈
る
。
思
ふ

に
流
通
税
は
一
般
責
上
役
又
は
一
般
取
引
税
に
至
っ
て
完
成
す
る
の
で
る
る
が
、
特
殊
物
品
の
取
引
税
乙
そ
之
が
先
馳
を
な
す
の
で

あ
る
。

積
制
整
理
の
基
調

第
四
十
五
巻

六

O
五

第
五
貌



検
制
整
理
の
某
制

第
四
十
五
巻

ハ
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六

第
五
披

四

流
通
税
は
之
に
勝
来
の
褒
建
を
期
待
す
る
事
が
出
来
る
が
、
現
貸
論
と
し
て
は
微
々
た
る
も
の
で
あ
っ
て
何
と
い
っ
て
も
牧
得
税

と
消
費
税
と
を
中
心
に
し
て
増
収
を
考
へ
ね
ば
友
ら
ね
。

牧
得
税
に
於
て
事
費
の
反
射
利
径
を
得
た
る
人
よ
り
、

相
官
税
度
の
負
-

婚
を
要
求
す
る
事
が
そ
の
一
で
あ
り
、
と
の
方
面
に
つ
い
て
は
臨
時
租
税
増
徴
法
と
北
支
事
件
特
別
税
法
と
の
臨
時
立
法
に
於
て
努

力
が
抑
は
れ
て
ゐ
る
が
、
備
考
慮
の
飴
地
が
曲
寓
さ
れ
て
ゐ
る
。
臨
時
利
得
者
に
課
税
す
る
の
で
あ
れ
ば
納
税
し
易
き
時
邸
ち
利
毎
を

事
げ
つ
L
る
る
揚
合
に
於
て
之
を
徴
牧
す
ぺ
〈
、
反
動
期
比
於
て
章
課
す
る
が
如
き
事
は
之
を
避
け
ね
ば
な
ら
む
。
次
に
消
費
税
の

方
商
で
あ
る
が
、
岡
山
内
生
活
の
安
定
を
得
す
る
が
如
き
立
法
は
成
る
ぺ
く
挫
け
ね
ば
な
ら
胞
が
経
費
の
膨
艇
が
相
設
に
耳
額
に
上
り

組
枕
に
よ
り
埼
似
せ
ね
ば
た
ら
お
金
制
献
が
恥
蛍
程
度
に
上
れ
ば
消
費
税
の
新
増
税
に
も
千
を
つ
け
る
べ
青
で
る
る
。
消
費
税
を
課
す

る
に
営
つ
て
は
経
済
政
策
と
歩
調
を
保
つ
必
要
が
あ
る
。
原
料
品
を
外
因
に
仰
ぐ
商
品
に
針
し
て
は
、
内
閣
消
費
税
の
形
に
於
て
精

製
品
に
課
税
す
る
か
、
関
税
の
形
に
於
て
原
料
品
の
輸
入
に
課
税
す
ベ
き
か
考
究
す
ぺ
き
問
題
で
あ
る
。
税
制
整
理
の
第
一
基
調
た

る
経
常
牧
入
の
増
加
に
つ
い
て
は
何
人
も
異
論
の
無
い
庭
で
あ
る
。
然
し
負
捨
の
均
衡
と
い
ふ
第
二
の
基
調
に
つ
い
て
は
更
に
考
察

を
必
要
と
す
る
。

第
四

結

論

税
制
の
整
備
が
非
常
時
の
財
政
経
桝
に
と
り
如
何
に
必
要
で
あ
る
か
は
世
界
各
岡
の
過
去
の
歴
史
の
数
ふ
る
底
で
あ
る
。
階
中
戦
時

鰐
制
を
模
拡
慣
す
る
馬
場
財
政
の
税
制
整
理
は
遂
に
行
は
る
る
に
至
ち
た
か
っ
た
が
、
結
城
財
政
が
臨
時
租
税
増
徴
法
に
よ
り
或
る
程

度
の
税
制
の
整
理
を
し
た
事
が
如
何
ほ
ど
今
岡
の
非
常
時
財
政
の
途
行
を
容
易
た
ら
し
め
た
事
で
あ
ら
う
。
事
副
裂
に
基
〈
二
十
四
億

国
の
公
債
増
設
を
行
び
、
而
も
財
政
の
安
全
感
を
保
ち
得
る
所
以
は
事
費
前
の
臨
時
租
税
増
徴
法
と
事
費
中
の
北
支
事
件
特
別
税
と



が
あ
る
が
た
め
で
あ
る
。

税
制
整
理
の
第
一
の
世
帯
調
た
る
経
常
財
源
の
確
保
を
是
認
す
る
論
者
で
あ
っ
て
、
而
も
第
二
の
悲
調
た
る
負
擦
の
均
衡
に
つ
い
℃

は
一
向
に
冷
淡
在
る
人
が
め
る
。
然
し
一
一
一
億
闘
乃
至
十
億
闘
の

E
額
の
榊
税
を
た
す
に
首
り
、
負
携
の
均
衡
を
無
闘
し
て
差
文
た
し

と
は
誰
れ
し
も
主
張
し
得
た
い
所
で
あ
ら
う
。
特
に
二
十
億
園
の
購
買
力
が
新
た
に
財
界
に
放
出
せ
ら
れ
る
時
に
は
負
婚
の
均
衡
乙

そ
、
税
制
整
理
の
中
心
題
目
た
る
べ
き
で
あ
る
。
果
し
て
然
り
と
せ
ば
程
度
の
差
と
そ
あ
れ
中
央
財
政
と
共
に
地
方
財
政
を
も
考
慮

に
入
れ
て
統
一
的
に
負
婚
の
均
衡
を
閲
ら
ね
ば
反
ら
ぬ
事
と
取
る
。
唯
.
問
題
は
「
中
央
地
方
に
泊
中
る
税
制
の
根
本
的
改
革
」
と

い
ふ
襟
認
を
表
聞
に
か
ざ
し
、
間
氏
の
感
激
の
中
に
波
予
に
革
新
政
策
を
行
ふ
か
、
又
は
立
法
者
の
頭
の
中
に
中
央
地
方
の
税
制
の

理
想
的
構
浩
を
重
き
た
る
べ
〈
目
立
た
左
い
様
に
鰍
k

と
し
て
そ
の
方
面
に
進
む
か
の
い
づ
れ
か
で
あ
る
c
要
す
る
に
方
法
は
二
様

に
分
れ
る
が
非
常
時
財
政
に
際
し
‘

相
官
額
の
増
牧
と
負
捲
の
均
衡
と
の
二
筋
道
を
歩
み
以
て
税
制
の
整
備
を
は
か
る
必
妥
が
b

る。
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